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研究成果の概要（和文）：　捜査や裁判において、不適切な情報の提示、例えば法廷での被疑者取り調べ映像の
提示や捜査員による目撃者へのフィードバックなどが裁判官、裁判員、捜査員、目撃者などに思い込みをもたら
し、記憶や判断、あるいは判決などを歪めてしまう（バイアスを与える）可能性を、法学的、および心理学的検
討により示した。また、これらの情報提示の影響を左右する要因を明らかにし、バイアスを防ぐ方法を示し、そ
の方法の法的な妥当性についても検討した。

研究成果の概要（英文）：From legal and psychological perspectives, we examined the possibility that 
the presentation of inappropriate information, such as the video of interrogation of a suspect in a 
court or the feedback of an investigator to an eyewitness, causes the judges, lay-judges 
(saiban-in), investigators, or witnesses to have strong hypotheses and to distort (to bias) their 
memories, their judgments, or decisions of the court in investigations and trials. We also clarified
 the factors that influence the effects of these information presentations, showed methods to 
prevent bias, and examined the legal validity of the methods.

研究分野： 認知心理学、司法心理学

キーワード： 実験系心理学　刑事法学　確証バイアス　目撃証言　映像バイアス　裁判官・裁判員の心象形成　認知
バイアス

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　捜査や裁判は公平に行われる必要があるが、人間の思考の癖、すなわち確証バイアスをはじめとする認知バイ
アスは意図せずにこの公平性を脅かす。本研究では、これがどのような状況でどのような要因により生じるのか
を具体的に明らかにし、それに対しどのような対策が可能であるのかを示した。これにより、捜査や裁判が適切
に行われるために、制度やその運用をどうすればよいのかを示すことができた。また、心理学における人間の思
考研究の応用の場を示し、そこからの基礎研究へのフィードバックの道筋を示した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 誤判冤罪事例の研究が進んだ結果、違法行為や非違行為といった原因だけではなく、刑事司法
関係者の無自覚無意識の行動や判断が過誤の原因となっていることが心理学的研究の発展の結
果わかってきた。その有力な原因が「確証バイアス」と呼ばれる心理現象である。確証バイアス
は、人は仮説を持った時に仮説を肯定する、あるいは仮説に当てはまる事例を求める傾向があり、
仮説を否定する事例に注目しない傾向があることをいう。認知バイアスの一種であり、強固にみ
られる場合があり容易には避けられないことが知られている。基礎心理学において扱われてい
る問題であるが、基礎研究で扱われている現象と司法の場で頻繁にみられる現象では、その性質
に若干の相違があり、司法領域においてこの現象を扱うことには一定の意義が認められる。また、
司法の場における確証バイアスについて研究することにより、捜査や裁判における誤りの原因
を特定し、それらを防ぐ方法を提言することには、もちろん大きな意義がある。そこで、本研究
計画では法学研究者と心理学研究者のチームで、それぞれの観点から司法における確証バイア
スの実態を明らかにし、それらに対する対策を検討することとした。 
 
２．研究の目的 
 本研究計画は、法学的観点、および心理学的観点の双方が絡む問題を扱っているが、相対的に
法学的観点が強く、法学的研究方法による研究と、相対的に心理学的観点が強く、心理実験を中
心とした研究の、計５つの研究から成り立つ。それぞれの目的は以下の通りである。 
 
（１）刑事司法実務における確証バイアスの検討 
 現行の法的な、あるいは判例上の確証バイアス問題に対する対応状況とその効果が明らかに
され、未対応の問題を抽出することによって、現行の刑事司法実務における誤りを発見すること、
そして、これまでの刑事司法改革において取り組まれてこなかった課題を明らかにすることを
目的とする。 
 
（２）法廷における直接侮辱への簡易即決な制裁手続 
 刑事裁判において確証バイアスは、「犯人に対する憎悪感情・処罰感情」という、人間の（あ
る意味で）「本能的」な感情が、特に、被告人に有利な情報を除外してしまう危険性として、顕
在化しうる。従って、刑事司法制度の公正な運用のためには、このような事態の発生を避けなけ
ればならない。そのために、法は様々なルールを設けているが、我が国の「法廷における直接侮
辱への簡易即決な制裁手続」には、「確証バイアス」が生じる可能性があるように思われる。そ
のため、①実態調査、②比較法的分析、③あるべき「法廷における直接侮辱への制裁手続」の提
言、の 3 つを通して、「確証バイアス」と司法手続との関係について、具体的事例研究を通して
明らかにすることを目的とする。 
 
（３）目撃供述に関わるバイアスの実験的検討 
 ①目撃者に対し自己の記憶能力についてのフィードバックを与えると、特定の目撃記憶につ
いての確信度が変化するか、②第三者が目撃者の供述を評価する際に、目撃者の特性に関する情
報が供述の信頼性の評価にどう影響を与えるか、③特定の人物が犯人であること、あるいはライ
ンナップに犯人が含まれることが示唆される状況で、ラインナップによる人物同定手続は確証
バイアスを促進するか抑制するか、を明らかにすることを目的とする。 
 
（４）個人特性としてのバイアス傾向の検討 
 個人において確証バイアスが生じやすいかどうかについての一側面を示すものと考えられる
個人特性の指標である被暗示性について、構造、特性を明らかにすることを目的とする。 
 
（５）裁判員の判断における確証バイアスの実験的検討 
 事前に与えられるさまざまな情報が、裁判員に確証バイアスをもたらし判断に影響を与える
かどうかについて検討することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
（１）刑事司法実務における確証バイアスの検討 
 ①確証バイアス対策が取られていると考えられる方策に対する調査：法律学では確証バイア
スという現象にはほとんど無自覚であるところ、それにもかかわらず刑事司法において経験的
に偏見や予断を生じさせる手続については法的な対策が取られている。それらをピックアップ
して果たしてバイアス発生の抑制に効果がみられるかどうかの先行研究を調査することとした。 
 ②確証バイアス対策が取られていないと考えられる問題に対する調査：わが国でも警察・検察
での取調べの可視化（録画・録音）が 2017 年から実施されているところ、この録画映像を法廷
で再生した場合に生ずる視聴者（裁判官・裁判員）の偏見を防止する措置が法的に講じられてい
ない場合には、事実認定や量刑に当たって被告人に不利益が生まれることが先行研究によって
指摘されている（文献①）。いわゆる「カメラ・パースペクティブ・バイアス(CPB)」と呼ばれる
現象である。そこで、そうしたバイアスを回避するために刑事訴訟法学の立場からどのようにこ
れを回避する措置を根拠づけるかについて検討することにした。 



 
（２）法廷における直接侮辱への簡易即決な制裁手続 
 ①実態調査：最高裁判所への情報開示請求や文献調査を通じて、資料収集した。 
 ②比較法的分析：主に、英国や欧州人権裁判所を比較法の対象として設定した。 
 ③あるべき「法廷における直接侮辱への制裁手続」の提言：①②の調査・分析結果を踏まえて、
提言を行った。 
 
（３）目撃供述に関わるバイアスの実験的検討 
 ①目撃者の役割で実験に参加する被験者に、事件の映像を目撃をしてもらう前に適正がある
かどうか一般的な記憶能力の検査を実施する旨を伝えて、簡単な検査を行なった。その結果を、
実際の成績にかかわらず、ランダムに「良かった」、「悪かった」とフィードバックを行った後、
被験者は事件映像を目撃する。ついで目撃した映像について質問し、フィードバックと成績の関
連を分析した。 
 ②目撃者の年齢と供述内容を第三者である被験者に文章で提示したが、その際に目撃者の年
齢（高齢者、若年者）と供述内容の一貫性（一貫性あり、なし）を操作した。ついで、被験者に
目撃者の供述内容の信頼性の評価を求め、実験条件との関連を検討した。 
 ③目撃者の役割で参加した被験者が、そのことを知らされず、実際の窃盗事件の現場に遭遇し
たと信じる状況を設定し、犯人が含まれていないラインナップを提示し判断を求め、ラインナッ
プメンバー中のもっともらしい人物の選択が、目撃記憶の実験に参加していると知らされた場
合に比べ、増加するかを検討した。 
 
（４）個人特性としてのバイアス傾向の検討 
 GSS2j（Gudjonsson 被暗示性尺度２）を利用して、迎合と内在化の二つの要因の被暗示性への
寄与を検討した。 
 
（５）裁判員の判断における確証バイアスの実験的検討 
 ①裁判員の役割で実験に参加した被験者に、前科についての事前情報（前科あり、なし）を与
えたのち裁判の概要を提示した。その際、犯罪のタイプ（軽微な犯罪、重大な犯罪）を操作し、
被験者に量刑判断を求め、事前情報、犯罪タイプの影響を分析した。 
 ②裁判員の役割で実験に参加した被験者に、裁判概要を文章で提示し、裁判員としての判断を
求めたが、その際、裁判官からの裁判の争点についての説明（公判前整理手続きの結果の説明。
有罪か無罪か、量刑）あるいは中間評議における他の裁判員の意見の提示（有罪意見のみ、無罪
意見のみ、いずれの意見も提示、中間評議なし）を操作し、判断への影響を分析した。 
 
４．研究成果 
（１）刑事司法実務における確証バイアスの検討 
 ①確証バイアス対策として、法律上の対応が取られているものとして、検察の起訴に当たって
起訴状以外の資料を添付しないという「起訴状一本主義」の要請や、被告人の自白だけでは有罪
にできず必ず別の証拠を必要とするという「補強法則」などが存在しており、実務上の取り扱い
として、被告人の前科履歴を法廷で証拠とすることを禁じる「悪性格証拠禁止」といったルール
が判例で認められてきた。しかし、その効用について法学分野では相当長い議論の歴史があるも
のの、心理学的な実験を伴う研究はほとんど見られなかった。心理学との共同研究の余地が大き
いことが分かった。 
 ②確証バイアス対策が講じられていない新たな問題であるカメラ・パースペクティブ・バイア
スについては、2018 年 8 月の今市事件裁判の控訴審判決においてかかるバイアスの発生が確認
され、一審公判で再生された取調べ映像が裁判員に影響を与えていたと指摘された。これはわが
国の判例上、初めて CPB による事実認定の誤りが認められたケースであり、法律界でも大いに注
目を集めることとなった。2008 年に分担者がわが国でこの問題を最初に提起してから（文献②）
10 年を経てようやく裁判実務がその知見を取り入れることとなったわけである。 
 この判決後、こうしたバイアスを回避する法的根拠が議論されることとなり、法律専門誌にお
いて上記の「悪性格証拠禁止」ルールと同じように考えることが可能だと論じた（文献③）。す
なわち、被告人の取調べ時の映像を法廷で再生することにより見る者（裁判官・裁判員）に偏見
を与えるため定型的に規制すべきだという考え方を提示した。 
 また、こうした研究は世界的にもまだ十分に展開されていないところ、海外学会での報告を重
ね（発表①②③）、言語学系の国際ジャーナルで論稿を発表することとなった（文献④）。 
 
（２）法廷における直接侮辱への簡易即決な制裁手続 
 ① 実態調査からは、今日、学界や司法界においてほとんど議論となることのない、「法廷にお
ける直接侮辱への制裁」が、2003 年から 2017 年までに少なくとも 51 件なされていることが明
らかとなり、本研究が今なお議論の実益を有していることが確認された。 
 ② 英国では近時、「直接侮辱への簡易即決な制裁手続」に関して、制裁を受ける者の権利を適
切に保障する手続を模索する動きがあることが明らかとなった。また、欧州人権裁判所において
も、「法廷における直接侮辱への簡易即決な制裁手続」に関して、「何人も自ら関与する事件の審



判者たり得ない」という法格言を持ち出して否定的見解を表明していることも明らかとなった。 
 ③ 上記①②を踏まえ、「法廷における直接侮辱への制裁手続」は、通常の刑事司法手続に匹
敵する手続であることが必要であるとの提言を行った。 
 
（３）目撃供述に関わるバイアスの実験的検討 
 ①事前の検査で調べた結果として被験者に与えられた記憶能力のフィードバック（実際には
能力と無関連）は、被験者の目撃した事態の記憶に対する確信度評価を、その内容に一貫した方
向に変化させることを明らかにした（文献⑤）。 
 ②目撃者の供述の信頼性を第三者である被験者が評価する際に、供述内容に一貫性がない場
合、高齢者の供述は若年者のものより低く評価されたが、内容に一貫性がある場合にはその差は
小さくなることが、実験結果より示された。高齢者は記憶能力が劣っていると考える高齢者バイ
アスが裁判員などの判断に影響を与える場合、影響しない場合があることが示された。 
 ③目撃者役の被験者が、実際の事件捜査の一環として人物同定を行っていると信じて犯人が
含まれないラインナップを提示され判断を行った場合、目撃記憶に関する心理実験に参加して
いると認識して同様のラインナップを行った場合に比べ、いずれかの人物を犯人と判断する率
は低く、分からないとする率が高かった。この結果は、実際の事件捜査に協力していると思った
場合には、目撃者はより慎重な判断を行う傾向があり、確証バイアスにより無実の人物を犯人と
してしまう誤りは生じにくいことを示すものと思われる。 
 そのほか、本来の目的からすると副次的な研究であるが、識別後のフィードバック効果に関す
る評論と展望を行なった（文献⑥）。さらに、目撃証言の正確さに影響する要因に関する知識に
ついて学生を対象とする調査研究を行い、その領域の専門家との差異の検討も行なった（文献
⑥）。 
 
（４）個人特性としてのバイアス傾向の検討 
 暗示性の構成要素である迎合の成分が大部分であること、また迎合成分は時間経過とともに
減少することを明らかにした（文献⑦）。 
 
（５）裁判員の判断における確証バイアスの実験的検討 
 ①模擬裁判実験において、事前の前科情報があると、軽微な犯罪よりも、重大な犯罪で量刑判
断が重くなることを明らかにした。 
 ②模擬裁判実験において、冒頭で裁判官より与えられた争点についての説明は、裁判員の有罪
無罪の判断や証拠の評価に影響を与えなかった。すなわち、裁判官が、量刑が主要な争点である
ことを説明し、有罪であることを示唆しても、有罪判断の率は増加しなかった。一方、中間評議
での議論内容として示された他の裁判員の意見に関しては、有罪を主張する意見は有罪よりの
判断を導き、無罪を主張する意見は無罪よりの判断を導くことが示された。また、証拠などの評
価に関しても、これと整合する方向に評価が影響を受けることが示された。 
 
 これらの研究を通し、捜査や裁判の場で、目撃者、裁判官、裁判員などさまざまな人々に確証
バイアスが生じることが、直接、間接に示され、それらが捜査や裁判の結果に重大な影響を与え
ることが示された。一方で、心理学的な実証研究は類似の状況においても確証バイアスが生じる
場合と生じない、もしくは影響が小さい場合があることを示している。これらの研究は、司法に
関わる人々が、確証バイアスの存在について十分に理解し、それぞれの実践において留意する必
要があることを示している。 
 現在の司法制度の中での確証バイアスに対する対策や、上記の心理学研究の結果は、確証バイ
アスを乗り越えるための対応策が存在し、効果を持ちうることを示しているが、その効果は限定
的であり、効果の有無や大きさを左右する要因についても十分に分かってはいない。さらに心理
学的な実証研究を積み重ね、データに基づく議論を専門領域を超えて行う必要が強く示された。 
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